
キャリアパスとワークライフバランスの取組
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キャリアパスと研修制度

主に農林水産本省、地方農政局及び調査
管理事務所の管理職といった様々なキャリ
アを経験する。

組織のマネジメント、部下の育成等。

【研修の例】

〇 調査計画職員として採用されると、地方農政局を拠点として、調査管理事務所や、農林水産本省などをおおむね２，３年のサイ
クルで異動することで、政策の立案から現場での実行までの一連の業務を経験します。
 本省では農村振興局を中心に大臣官房等他局のほか、時には他省庁や在外公館など、様々な場で多様な業務に携わります。

〇 充実したＯＪＴ （ On-the-Job Training ）のほか、職員の資質向上と職務上必要な知識や技術の習得を目的として、様々な
研修を用意しています。

初任者研修

係長養成研修 課長補佐等養成研修

係長フォローアップ研修
階層別
研修

課長補佐
フォローアップ研修

管理職研修

主に地方農政局及び調査管理事務所を経験し、
業務に必要な知識・技術を習得する。

本省、地方農政局及び調査管理事務所を幅広
く経験し、担当分野の責任者として業務を実施。

地方局では補助事業等施策を執行し、調査管
理事務所では調査技術、現場調整力を習得す
る。本省においては、専門分野の知識習得ととも
に、施策の企画・立案能力を習得する。(スペ
シャリスト育成)

本省、地方農政局及び調査管理事務
所を経験し、担当班のマネジメント、部
下の育成能力を習得する。

本省課長補佐においては、担当分野の
施策の企画・立案、予算、国会業務の
対応等を行う。

課長補佐クラス
調査事務所専門官
地方局課長補佐
調査事務所課長
本省課長補佐
21年目以降

係 員
～7年目(20歳台)

係 長
8～20年

（30～40歳台）

管理職等

地方局課長
調査事務所所長
地方参事官等

※ 年数、年齢はおよその目安です。

地域農業開発計画研修

環境影響評価等各種環境関係研修(環境省)実務研修

農村工学専門技術研修（経済効果Ⅰ，Ⅱ）

農作物鳥獣被害防止対策研修
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農政局係員

調査管理
事務所係員

１年目

７年目

農政局係長

その後は、調査管理事務所の専門官、課長、地方農政局の課長補佐、農林水産省本省の課長補佐、
地方農政局の管理職や調査管理事務所の幹部といったキャリアを経験することとなります。

調査計画職員のキャリアパスの例

＜主な配属先＞
各地方農政局 農村振興部
農村計画課、都市農村交流課、土地改良管理課、農村環境課
事業計画課、農地整備課

各地方農政局の調査管理事務所

農村振興局 農村政策部、整備部各課

各地方農政局の調査管理事務所

各地方農政局 農村振興部
農村計画課、都市農村交流課、土地改良管理課、農村環境課、
事業計画課、農地整備課

農村振興局 農村政策部、整備部各課

調査管理
事務所係長

２０年目

本省係員

本省係長
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両立支援制度

男女ともに仕事と家庭生活の両立が行えるよう、様々な支援制度があります。

◆ 全ての国家公務員に適用される両立支援制度の詳細は人事院
HPをご覧下さい。
（https://www.jinji.go.jp/ikuzi/ryouritsu_toppage.html）

◆ その他、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にす
るために、最長３年休業できる制度（配偶者同行休業制度）もあり
ます。 詳しくは人事院HPをご覧ください。
（http://www.jinji.go.jp/doukou/toppage.html）

ワークライフバランスに関する取組

農林水産省では、ワークライフバランスの向上に向けた政府全体の取組と併せ
て、様々な取組を推進しています。

✓ 有給休暇（夏季休暇、年次休暇等）の取得推進
✓ 残業時間の削減、業務効率化
✓ テレワークの活用

テレワーク

働き方改革

（人事院ホームページより）

21

https://www.jinji.go.jp/ikuzi/ryouritsu_toppage.html
http://www.jinji.go.jp/doukou/toppage.html

	【分割版3_p18~24】 2024.8調査計画パンフ（農工用）.pdf
	【全体版】 2024.8調査計画パンフ（農工用）.pdf
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23



